
Again市町村アカデミー 講義

１　はじめに

ここ数年、公文書の不適切な取り扱いが数多く報
道されています。新しいところでは、2019（令和元）
年11月に、内閣総理大臣主催の「桜を見る会」を巡
り、同年の招待者名簿が保存期間１年未満とされ、
同年５月に廃棄されていたことが問題視されました。
ところで、公文書の不適切な取扱いについては、
調査報告書等が取りまとめられているものがありま
す。以下、公表されている調査報告書等をもとに、
不適切な公文書管理の内容を確認してみましょう。
※講義では以下の調査報告書等を一部引用しつつ
ポイントを説明しましたが、紙幅の都合から名
称と参照先のみ、お示しすることにします。

【国の事例】
（1）防衛省：南スーダンPKO日報問題

防衛監察本部「特別防衛監察の結果につ
いて」（2017（平成29）年７月）〈http://www.
mod.go.jp/igo/inspection/pdf/special04_
report.pdf〉

（2）財務省：森友学園への国有地売却に係る交
渉記録の廃棄
会計検査院「会計検査院法第30条の３の

規定に基づく報告書『学校法人森友学園に対
する国有地の売却等に関する会計検査の結
果について』」（2017（平成29）年11月）〈http://
report.jbaudit.go.jp/org/pdf/291122_
zenbun_1.pdf〉
会計検査院「『学校法人森友学園に対する

国有地の売却等に関する会計検査の結果に
ついて』（平成29年11月報告）に係るその後
の検査について」（2018（平成30）年11月）
〈http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/
result/29/pdf/301206_sonogo_01.pdf〉

（3）財務省：森友学園関係決裁文書の書き換え
財務省「森友学園案件に係る決裁文書の

改ざん等に関する調査報告書」（2018（平成

30）年６月）〈https://www.mof.go.jp/public_
relations/statement/other/20180604
chousahoukoku.pdf〉

（4）厚生労働省：毎月勤労統計調査を巡る不適
切な取扱い
毎月勤労統計調査等に関する特別監察委
員会「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取
扱いに係る事実関係とその評価等に関する報
告書」（2019（平成31）年１月）〈https://www.
mhlw.go.jp/content/10108000/000472506.
pdf〉より抜粋

【地方公共団体の事例】
（1）東京都：豊洲市場問題関連文書の不存在

豊洲市場移転問題に関する調査特別委員
会「豊洲市場移転問題に関する調査特別委
員会調査報告書」（2017（平成29）年６月）
〈https://www.gikai.metro.tokyo.jp/images/
pdf/record/proceedings/2017-2/03-1.pdf〉
参照

（2）都道府県：旧優生保護法による不妊手術に
関する資料の保有状況
厚生労働省「旧優生保護法関係資料の保
管状況調査の結果について」（2018（平成
30）年９月）〈https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_01166.html〉

以上、国・地方公共団体における不適切な公文書
管理の事例を見てきましたが、皆さんの所属団体に
とって、これらは「対岸の火事」でしょうか？

２　地方公共団体における公文書管理の必要性

（1）公文書管理法の要請
公文書の不適切な取り扱いは、当該公文書を用い

た行政活動に対する信頼性を損ないます。信頼を損
なうと、住民との協働も困難になるでしょう（信頼
できない相手と協働できますか？）。また、多くの情
報公開条例が謳う「住民に対して説明する責務」を
全うするための手段は公文書の公開ですから、当該
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責務を果たすこともできなくなります。このように、
不適切な公文書管理が招く影響には、甚大なものが
あります。
多くの地方公共団体においては、公文書管理を適
切に行うため、文書管理規則・規程等が定められて
います。条例により公文書管理を行っている地方公
共団体は、まだ少数にとどまっています＊1。地方公
共団体における公文書管理は自治事務（地方自治法
２条８項）に該当するため、その内容は各地方公共
団体に委ねられていますが、公文書等の管理に関す
る法律（以下「公文書管理法」）によって求められ
ている事項があります。それが、「地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適
正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを
実施するよう努めなければならない」と定める同法
34条です。この条文から明らかなように、公文書管
理法の趣旨にのっとるよう努めることが地方公共団
体に求められていますが、同法と同じように公文書
を管理することが求められているわけではありませ
ん。そのため、同法の丸写しである必要はありませ
んが、同法の趣旨にのっとっているか、既存の文書
管理規則・規程等を再確認する必要があります。
（2）そもそも論としての公文書管理
公文書管理法が全面施行されたのは、2011（平成
23）年４月１日です。地方公共団体においては、そ
れ以前から文書管理規則・規程等によって公文書管
理がなされています。これは何故なのでしょうか？
そもそも、憲法94条により、地方公共団体には、財
産管理・事務処理・行政の執行・条例制定の権限が
与えられています。これらの権限の詳細は、憲法92
条の「地方自治の本旨」に基づいて、地方自治法等
の「法律」で定められています。この「地方自治の
本旨」は、一般に、住民自治・団体自治の原則から
なると解されています。住民自治は、地方自治が住
民の意思に基づいて行われること、換言すれば、地
域の主権者が住民であることを意味していますので、
憲法94条により地方公共団体に与えられた権限も、

地域の主権者である住民から信託を受けて実施して
いることになります。そして、地域の主権者である
住民から信託された事務を実施する上で、作成・取
得されるのが公文書です。その意味では、公文書の
究極的持ち主は住民であるといえます。たとえば、地
方自治法149条８号では、証書および公文書類を保
管することが長の事務とされていますが、この保管
事務も、究極的には住民のためになしていることに
なります。
また、公文書館法（1988（昭和63）年６月１日施
行）３条は、「歴史資料として重要な公文書等の保
存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務」を、
国及び地方公共団体の責務として定めています。同
法の「公文書等」とは、「国又は地方公共団体が保
管する公文書その他の記録（現用のものを除く。）
をいう」と定義されています（同法２条）。公文書管
理条例を制定していない地方公共団体においては、
一般に、情報公開条例中に「実施機関は、この条例
の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書（行政
文書）を適正に管理するものとする」といった規定
を置いています（制定時の「行政機関の保有する情
報の公開に関する法律」37条１項に倣ったものだと
考えられます）が、ここでいう公文書・行政文書は、
情報公開条例に基づく開示請求の対象となる文書＝
現用文書を指しています。そのため、地方公共団体
は、情報公開条例等により現用文書の管理を、公文
書館法３条により非現用文書の管理をする責務を
負っていることになります。
以上からお分かりのように、地方公共団体は、公

文書管理法が制定されたから公文書を管理しなけれ
ばならなくなったのではなく、地方自治法等によっ
てそもそも求められていたからやってきているので
す（非現用文書の管理については、全く意識してい
ない地方公共団体もありますが……）。そのため、公
文書管理は、新しく生まれた事務ではないといえま
す。
新しく生まれた事務ではないからこそ、公文書管
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理法をそのまま移植して公文書管理制度を構築する
ことは困難です。公文書管理法は、国における公文
書管理の実態を前提として制定された法律です。し
たがって、国と同じような公文書管理をなしてきた
地方公共団体であれば、同法を移植することが可能
ですが、そうではない地方公共団体に移植しても拒
絶反応（文書実務との軋轢）が生じてしまいます。
公文書管理法34条に基づき、地方公共団体の公文書
管理制度を見直す際には、この点に留意する必要が
あります。
ところで、公文書管理条例であれ、文書管理規
則・規程であれ、これらは地方公務員法32条にいう
「条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機
関の定める規程」に該当しますから、いわゆる法令
遵守義務の対象です。そのため、これらに反する形
で公文書管理をすれば、地方公務員法29条１項１
号・２号に該当し、懲戒処分の対象となり得ます＊2。
個人の文書であれば、それが不適切に取り扱われ

たとしても、自己責任ですから、他者から責任追及
されることはないでしょう。これとは異なり、地方
公共団体の職員が不適切な公文書管理について責任
を追及されるのは、その対象が個人の文書ではない
からです。先ほど述べたように、公文書の究極の持
ち主は住民です。また、地方公共団体の職員の仕事
の効果は、当該職員ではなく、行政主体（都道府
県・市区町村）に帰属します。そのため、上司に命
じられた「自分の」仕事であっても、その対外的効
果が「自分」に帰属することはありません。事実上
は、「自分の仕事のために自分が作成・取得した文
書」であるとしても、法的には行政主体の仕事であ
り、そのために作成・取得された行政主体の文書、
究極的には住民の文書であるわけですから、その不
適切な取扱いについて責任追及がなされ得るのです。
（3）公文書管理を巡る誤解　～問題ない？～
「はじめに」で、不適切な公文書管理事例を取り
上げましたが、「うちの地方公共団体には関係ない」
「うちの公文書管理は、特に問題がない」という声
を聞くことがあります。本当にそうでしょうか？
このような見解の背景には、「問題がない」と「問
題が明らかになっていない」とを混同している可能
性が潜んでいます。問題は「見つかる」ものですか
ら、見つかるまでは問題がないと思ってしまいがち
です。しかし、「問題がない」というためには、「問
題の有無を探す」という作業が不可欠なはずです。
例えば、広島県＊3、狛江市＊4、豊中市＊5、常陸大宮
市＊6などでは、公文書管理に係る監査が実施され、
その結果が公表されています。他の地方公共団体の
監査結果は、自らの所属する地方公共団体の公文書
管理の問題点を見つける、きっかけの一つになると
思います（似たような問題が、あちこちの地方公共
団体で発生しています）。
また、「問題がない」という見解の背景には、そ

の根拠、期間、判断者について誤解している可能性
も潜んでいます。
まず、「根拠」については、「前任者が大過なく過

ごしており、自分も同じようにしているから問題な
い」というものがあります。しかし、前任者の公文
書管理が正しかったかどうかは、例規等に照らして
確認してみなければ分からないはずです。前任者が
誤りに気づいていたとしても、それを直さないまま
引き継いでしまえば、自分の公文書管理も誤ってい
ることになります。例えば、「平成22年版 厚生労働
白書」＊7９頁では、いわゆる消えた年金問題について、
「実際には、多くの職員は年金記録の誤りを漠然と
認識していたが、定量的に把握・検証・補正するた
めの組織的な取組みは行われていなかった。」「1958
（昭和33）年８月から翌年２月までにわたって行政管
理庁（当時）が行った『厚生年金保険行政監察』の
結果に基づく勧告において、台帳の中に氏名・生年
月日や資格期間、標準報酬月額等の誤りがあること
が指摘されたが、厚生省（当時）は『記録事項全部
を検査することは、非常に困難であるので、将来、保
険給付の発生に際して再計算し、保険給付の裁定の
確実を期することとしたい』と回答している。また、
1964（昭和39）年に旧社会保険庁が全国の旧社会保
険事務所に出した通知において『機械処理による記
録事故は既に93万件に達している』ことを指摘し、
記録漏れ防止を指示したが、結果として現在のよう
な状況に至っている。」と述べられています。長年に
わたり誤った公文書管理が引き継がれたことが、
5,095万件という未統合記録の発生につながったであ
ろうことは、想像に難くありません。
次に「期間」についてですが、公文書管理は、自

らが当該部署にいる数年の間なされていればよいの
ではなく、その作成・取得から廃棄・移管に至るま
での間（文書のライフサイクル全般について）なさ
れ続けなければなりません。先述のように、公文書
は行政主体の文書ですから、組織体として「問題な
い」文書管理がなされる必要があります。職員は人
事異動・退職等によって入れ替わりますが、組織体
は入れ替わりません。職員からすれば、自らがその
職場に居る数年間困らなければ「問題ない」かもし
れませんが、組織体としては、事務事業が継続して
いる以上、後任者にとっても「問題ない」公文書管
理でなければ困るわけです（前任者のずさんな公文
書管理のとばっちりを受け、苦労したことはありま
せんか？）。
また、期間の設定に際しては、事務事業の効果に

目を向ける必要があります。例えば、旧優生保護法
に基づく強制不妊手術は、同法の母体保護法への改
正により、もはや発生しなくなった事務です＊8。そ
の意味では、終わった事務事業ですから、廃棄して
も大丈夫なように思えるかもしれません。しかし、強
制不妊手術の効果は、同法の改正とは関係なく、そ
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の対象者が生存している限り、残り続けています。効
果が残っているものについては、説明を求められる
ときがくる可能性があります。しかしながら、国・
地方公共団体においては、法改正後一定期間の経過
をもって、強制不妊手術に係る公文書を廃棄してい
ました。「事務事業として終わったら、公文書を廃
棄しても大丈夫」という考え方で公文書の保存期間
を定めることは、厳に慎むべきでしょう。
最後に「判断者」についてですが、既にお分かり

のように、首長や職員ではなく「住民」です。「役所
的に問題ない」と「住民にとって問題ない」は、必
ずしもイコールではありません。役所は、事務事業
の遂行上支障がなければ「問題ない」と考えがちで
すが、住民からすれば、作成すべき文書が作成され
ておらず、取得すべき文書が取得されておらず、保
管・保存すべき公文書が保管・保存されておらず、
廃棄すべき公文書が廃棄されておらず、移管すべき
公文書が移管されていなければ「問題あり」です。

３　公文書管理の対象

本稿ではこれまで、特に断りなく「公文書」とい
う言葉を使ってきましたが、地方公共団体には、公
文書管理法の趣旨にのっとるよう努めること（同法
34条）が求められていました。ここで、同法が管理
する文書の種類を確認しておきます。
公文書管理法の正式名称は、「公文書等

4

の管理に
関する法律」です。公文書ではなく、公文書「等」
であるところがポイントです。同法２条８項によれ
ば、「公文書等」は、行政文書、法人文書、特定歴
史公文書等の３つを包含する概念です（【表】参照）。
【表】から明らかなように、公文書管理法は、国
民が開示・利用請求できる文書をその管理の対象と
しています。地方公共団体においては、情報公開条
例によって、行政文書に相当する文書の開示請求を
認めているのが一般的ですが、法人文書・特定歴史
公文書等に相当する文書について開示・利用請求を
認めている例は多くありません。しかし、公文書管
理法の趣旨にのっとる（同法34条）ためには、行政

文書に相当する文書だけ管理しているのでは、不十
分であると考えられます。

４　公文書管理の手法

多くの地方公共団体において、公文書の管理は規
則・規程でなされています。しかし、公文書管理法
の趣旨にのっとるためには、条例によって公文書等＊9

を管理する必要があると考えられます。
そもそも、公文書等は、地方公共団体が直接に公

の用に供する有体物＊10ですから、講学上の公物に該
当します。公物は、その「公の用」の種類により、公
用物と公共用物に分類されます（地方自治法238条
４項参照）。公用物は、「公の用」が地方公共団体自
身の利用である物をいいますので、その管理を規則
等の内部規範でなすことができます。一方、公共用
物は、「公の用」が住民の利用である物をいいます
ので、その管理については住民同意が求められます。
地方自治法244条の２第１項が公の施設の設置管理
を条例事項としているのは、このためです。では、公
文書等は公用物でしょうか、公共用物でしょうか？
行政文書は、情報公開条例に基づく開示請求＊11の
対象となっている物ですので、公用物であると同時
に公共用物でもあります。法人文書（地方独立行政
法人、地方三公社の文書など）については、情報公
開条例上の実施機関としている例と、していない例
があります。少なくとも前者については、公用物兼
公共用物であるといえるでしょう。特定歴史公文書
等については、公文書館法３条の「利用」の対象と
なる文書と重複することから、公用物兼公共用物で
あるといえるでしょう。このように、地方公共団体
の公文書等は、公用物としてのみならず公共用物と
しての性質も併せ持っているため、その管理につい
ては住民同意＝条例によることが求められると考え
られます＊12。
また、立法技術的な観点からは、①条例という形
式でなければ、組織横断的に行政文書の管理を定め
ることができないこと＊13、②法人文書の管理を定め
るということは、当該法人に義務を課すことである

【表　公文書管理法が定める「公文書等」の内容】

公文書等

行政文書（２条４項） 国の行政機関の文書（行政機関情報公開法・行政機関個人情報保護
法に基づく開示請求等の対象文書）

法人文書（２条５項） 独立行政法人等の文書（独立行政法人等情報公開法・独立行政法人
等個人情報保護法に基づく開示請求等の対象文書）

特定歴史公文書等（２条７項）
（16条１項に基づく利用請求権
の対象文書）

国の行政機関から国立公文書館等（２条３項）に移管された文書（２
条７項１号）
独立行政法人等から国立公文書館等に移管された文書（２条７項２
号）
国の行政機関以外の国の機関（立法機関・司法機関）から、内閣総
理大臣を経て、独立行政法人国立公文書館の設置する公文書館に移
管された文書（２条７項３号）
国・独立行政法人等以外の団体や個人から国立公文書館等に寄贈・
寄託された文書（２条７項４号）
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ため、地方自治法14条２項より、条例でなければな
らないこと、③地方公共団体全体としての統一的な
特定歴史公文書等の管理は、条例でなければ実現で
きないこと、④特定歴史公文書等につき利用請求権
を認める場合、その制限は条例でなければできない
こと（地方自治法14条２項）などを挙げることがで
きます。

５　公文書管理の内容

（1）現用文書（行政文書・法人文書）の管理
地方公共団体、地方独立行政法人等において職務
上作成・取得され、組織的に用いるものとして、当
該組織が保有している文書（公文書管理法２条４
項・５項参照）が、いわゆる現用文書（行政文書・
法人文書）です。現用文書を管理する目的としては、
以下のものが考えられます。
ア　今の自分の仕事のため＝私のため
イ　後任者の仕事の便宜のため＝職場のため
ウ　情報公開条例・個人情報保護条例に基づく請
求に対応するため＝現在の住民・職員のため

エ　将来の特定歴史公文書等の利用請求に対応
するため＝将来の住民のため（特定歴史公文書
等については、行政利用も多いため、将来の職
員のためともいえます）
公文書管理法１条が「現在及び将来の国民に説明

する責務が全うされるようにすること」を目的とし
て掲げていることから、同法の趣旨にのっとるため
には、ア～エまでを見据えた現用文書の管理がなさ
れている必要があります。そのために必要な内容と
しては、以下のものがあります。
ａ　作成されるべき文書が確実に作成され、取
得されるべき文書が確実に取得されるよう
にすること。
文書の作成・取得は、公文書管理の入り口

です。この段階で、恣意的な作成／不作成や、
取得／取得拒否がなされると、その後の文書
管理の適切性が揺らいでしまいます。

ｂ　作成・取得された文書を担当者以外の者（行
政職員、住民）が容易に探せるようにする
こと。
これを実現するために必要なのは、具体的
な文書名・ファイル名の付与と適切な整理・
保管です（「○○関係書類綴り」「その他」と
いった文書名は論外です）。

ｃ　作成文書にあっては、開示請求の有無に関
わらず、作成者が公開・非公開の判断をし
ておくようにすること（が望ましい）。
開示請求があったとき、当該文書を作成し
た職員がいるとは限りません。開示請求担当
者は、一から文書を読み、開示・不開示の判
断をしなければなりません。文書量にもより
ますが、一般的には多大な労力が必要になり

ます。これに対し、文書作成者は、どこに不
開示情報があるのかを知っています。そのた
め、文書作成者が、予め公開・非公開の判断
をしておいてくれれば、開示請求段階での負
担を減らすことができます（墨塗りレベルま
でやってあれば、開示請求を待たずに公開す
ることもできるでしょう）。

ｄ　職員、住民にとって必要な期間、確実に保
存すること。
保存期間の設定に当たっては、先述のアだ

けではなく、エまでを見据えておくことが必
要です。国において問題視されている「１年
未満保存文書」の廃棄が、国民の信頼を大き
く損なっていることを、反面教師とするべき
でしょう。

ｅ　保存期間については、できる限り条例で定
めておくこと。
国は、保存期間を公文書管理法施行令８
条、別表で定めています。施行令は政令とし
て定められているため、国会の議決なくして
改正することが可能です。しかし、文書の保
存期間は、当該文書を利用する権利の存続期
間を意味します。そのため、国民・住民の同
意の下で定められる必要があると考えられま
す。例えば、大阪市公文書管理条例、相模原
市公文書管理条例は、条例別表において保存
期間を定めています。条例別表の改正には、
住民の代表者によって構成される議会による
議決が必要ですので、住民同意の下での保存
期間設定が実現されていると評価できます。

ｆ　保存期間満了による廃棄の証明（不存在の
証明）ができるようにしておくこと。
開示請求に対して不存在を理由とする不開
示決定をする場合、開示請求者から「隠して
いるのではないか」との疑いをかけられるこ
とがあります。作成・取得した文書は、確実
に行政文書ファイル等に記載する、保存期間
満了等により移管・廃棄したときは、移管・
廃棄簿に記載する。これを徹底することによ
り、あらぬ疑いを晴らすことが可能になりま
す。

ｇ　将来特定歴史公文書等になるものについて
は、作成・取得段階から永久保存を見越し
た配慮をすること。
保存期間完了後、移管され、特定歴史公文

書等として永久に保存（公文書管理法15条１
項参照）される文書については、作成・取得
段階から永久保存を見越した管理をしておく
必要があります。紙媒体の文書の場合、劣化
が進行する要因を現用文書段階から除去して
おくことが望ましいでしょう＊14。
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（2）特定歴史公文書等の管理
公文書館を設置していないと、特定歴史公文書等

の管理ができないように思えるかもしれません。し
かし、そうではありません。全国的には、財政難等
から公文書館を新たに設置することができない地方
公共団体が沢山あります。しかし、様々な創意工夫
により、特定歴史公文書等を管理しているところも
あるのです。この点については、全国歴史資料保存
利用機関連絡協議会 調査・研究員会編「公文書館
機能ガイドブック」（2015（平成27）年３月）＊15が参
考になります。特に、第３章の「公文書館機能自己
点検・評価指標『ミニマムモデル』『ゴールドモデ
ル』」のうち、ミニマムモデルは、公文書館を設置し
ていない地方公共団体を念頭に置いたものですので、
ご自身の所属団体に当てはめ、足りない部分を確認
していただきたいと思います。

６　おわりに

地方公共団体における公文書管理は、これまで
やってきた事務であると同時に、公文書管理法の趣
旨にのっとるよう見直さなければならない事務でも
あります。地方公共団体の公文書等は、「健全な民
主主義の根幹を支える住民共有の知的資源」（公文
書管理法１条参照）です。そうであるからこそ、不
適切な公文書等の管理は、住民共有の知的資源を損
なうことを意味します。
これを改善するためには、まず、現状の正確な把
握が必要です。文書管理規則・規程の遵守状況を調
査し、それが実務と乖離していないか確認する必要
があります。乖離が生じている場合、何らかの不都
合が生じている場合は、それを解消しなければなり
ません。そのための制度設計をし、PDCAサイクル
を確立することが求められます。
PDCAサイクルを確立する上では、公文書管理法、
他の地方公共団体の公文書管理条例等が参考にな
るでしょう。しかし、それらはあくまでも「参考」
にとどまることに留意しなければなりません。地方
公共団体の活動が様々であるがゆえに、地方公共団
体が管理すべき公文書等もまた様々だからです。
今回の講義が、遅々として進まない地方公共団体

の公文書管理の改善の一助となれば、幸甚です。

※本稿で示したURLは、2019（令和元）年11月24日
時点のものです。
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